
◎防衛省設置法等の一部を改正する法律 
（令和七年五月二八日法律第四四号）   

一、 提案理由（令和七年四月一〇日・衆議院安全保障委員会） 

○中谷国務大臣 ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案に

ついて、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、水上艦隊

の新編その他自衛隊の組織の改編を行うとともに、自衛官の再任用に係る要件の見直し、

航空管制官手当の新設その他自衛官等の人材確保のための制度の整備、物品役務相互提

供協定に係る規定の整備、装備移転等に伴う装備品等の製造等を適切に実施するための

規定の整備等の措置を講ずるものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 第一に、自衛隊の任務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、防衛省設置法

及び自衛隊法の一部を改正し、自衛官の定数変更、陸上自衛隊の補給統制本部の補給本

部への改編、海上自衛隊の水上艦隊等の新編、そして航空自衛隊の航空総隊の改編を行

うことといたしております。 

 第二に、人的基盤の抜本的強化に向けた自衛官等の処遇改善のため、自衛隊法及び防

衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正し、自衛官の再任用に係る要件の見直し、

航空管制官手当の新設、各種手当の引上げ、指定場所生活調整金や事業を営む予備自衛

官に対する給付金の新設等を行うことといたしております。 

 最後に、同志国等との協力強化に関する事項といたしまして、日本国の自衛隊とイタ

リア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタ

リア共和国政府との間の協定の署名を機に、自衛隊法及び国際連合平和維持活動等に対

する協力に関する法律の一部を改正し、関連する規定を整備するほか、装備移転や研究

開発のため、自衛隊法の一部を改正し、航空法や船舶安全法等を適用除外し、防衛大臣

が、装備移転の対象として製造される航空機や船舶の安全基準等を定めること等の規定

を整備することといたしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、 衆議院安全保障委員長報告（令和七年四月二四日） 

○遠藤敬君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛隊の組織の改編、自衛官等の人

材確保のための制度の整備、物品役務相互提供協定に係る規定の整備等の措置を講ずる

ものであります。 

 本案は、去る四日、本会議における趣旨説明、質疑の後、本委員会に付託されまし



た。 

 本委員会におきましては、十日中谷防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。十一

日、十七日及び十八日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 今後、新たに物品役務相互提供協定が署名された際に、当該協定が自衛隊法第八十

四条の五に規定する物品役務相互提供協定に含まれることが想定される場合には、防

衛省は、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。 

二 国会における審議の形骸化を防ぐため、複数の法改正を一本の法案として提出する

形式は、内閣法制局の審査基準でも求められている「政策の統一性」、「条項の関連

性」等が明らかに認められる場合に限ること。 

三 本法による自衛官の処遇改善は、令和の時代に相応しい処遇確立の端緒に過ぎな

い。我が国防衛力の中核たる自衛官に見合った俸給表とするため抜本的に見直し、勤

務環境を整え、勲章授与基準を拡充するなど、さらなる処遇改善に向け取り組むこ

と。 

三、 参議院外交防衛委員長報告（令和七年五月二一日） 

○滝沢求君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛隊の組織の改編を行うとと

もに、自衛官等の人材確保のための制度の整備、物品役務相互提供協定、いわゆるＡＣ

ＳＡに係る規定の整備、装備移転等に伴う装備品等の製造等を適切に実施するための規

定の整備等の措置を講ずるものであります。 

 委員会におきましては、自衛隊の人的基盤の強化策、組織改編の意義、ＡＣＳＡに関

する共通規定化の経緯等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より反対、沖縄の風

の伊波委員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月二〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 



一、今後、新たに条約その他の国際約束が署名された際に、当該国際約束が自衛隊法第

八十四条の五に規定する物品役務相互提供協定に含まれることが想定される場合には、

防衛省は、遅滞なく本委員会に報告すること。 

二、国会における審議の形骸化を防ぐため、複数の法改正を一本の法案として提出する

形式は、内閣法制局の審査基準でも求められている「政策の統一性」、「条項の関連

性」等が明らかに認められる場合に限ること。 

三、本法による自衛官の処遇改善は、令和の時代に相応しい処遇確立の端緒に過ぎない。

我が国防衛力の中核たる自衛官に見合った俸給表とするため抜本的に見直し、勤務環

境を整え、勲章授与基準を拡充するなど、さらなる処遇改善に向け取り組むこと。 

  右決議する。 

 


